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 平成 29 年４月３日 

各 位 

会 社 名  トレイダーズホールディングス株式会社 

代表者名  代表取締役社長 金丸 勲 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 8704） 

問合せ先  取締役 加藤 潤 

（TEL  03-4330-4700（代表）） 

 

子会社によるＱＵＯＩＮＥ株式会社との仮想通貨取引の 

バックエンドシステムの提供に関する契約締結のお知らせ 

 

当社子会社で金融取引システムの開発事業を営む株式会社Nextop.Asia(以下「Nextop.Asia」

といいます。)は、アジア地域を中心に事業を展開しグローバルで最大規模の取引高を誇る仮想

通貨取引所「ＱＵＯＩＮＥＸ（コインエクスチェンジ）」を運営しているＱＵＯＩＮＥ株式会社

（以下「ＱＵＯＩＮＥ社」といいます。）との間に、Nextop.Asiaが開発する仮想通貨取引におけ

る顧客管理システム等のバックエンドシステムを提供する契約を本日締結し、今後、ＱＵＯＩＮ

Ｅ社と共同で仮想通貨（ビットコイン）取引所ビジネスに関連するバックエンドシステムの開発

及び提供を行うことといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．経緯・内容 

当社は、平成28年12月13日付『みんなのビットコイン株式会社の設立及びＱＵＯＩＮＥ株式会

社との仮想通貨取引サービスに係る業務提携に関するお知らせ』において公表しているとおり、

仮想通貨取引事業（ビットコイン取引サービス）を営む子会社として、みんなのビットコイン株

式会社を設立し、平成29年３月30日よりサービスを開始いたしました。 

平成28年12月28日には、「仮想通貨交換業者に関する内閣府令（新設）」及び「事務ガイドライ

ン」がパブリックコメントに付されたことに伴い、仮想通貨交換業者の登録要件や業務の適切性

等の確保等に関する各種基準や条件が明示されたことで、今後のブロックチェーン技術を活用し

たビットコインに代表される仮想通貨取引ビジネスに関する法制度が整備されることとなりま

した。当該内閣府令等は平成29年４月１日に施行されることとなり、今後、顧客保護の態勢強化

と仮想通貨取引の安全性・健全性がより高められることとなりました。 

当社グループは、証券子会社を中心としたデリバティブ金融サービス事業を展開し、積み重ね

てきた法令遵守の業務経験・実績、事業体としてのリスク管理・顧客管理ノウハウ等を活かして、

仮想通貨取引にかかる顧客管理システム等のバックエンドシステムをNextop.Asiaが開発し、業

務提携先であるＱＵＯＩＮＥ社及び今後新規で仮想通貨交換事業へ参入する事業者を対象とし

てホワイトラベル形式によるシステム提供を行います。新規参入する仮想通貨交換事業者にとっ

ては、仮想通貨交換事業に必要なバックエンドシステムを新規に開発する投資コストを軽減でき、

迅速にサービス提供を行えるだけでなく、コンプライアンス上も必要となる顧客管理システム等

を初期段階から導入できます。 

Nextop.Asiaは既に過去10年におよぶ外国為替証拠金取引（ＦＸ）システムの開発実績があり、

今後、ますます市場拡大が見込まれる仮想通貨取引市場についても親和性のある事業分野であり、

シナジーを活かした取り組みによって、今後国内はもちろん海外での販路拡充を図り、企業価値

向上を目指してまいります。 
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当社グループは、ビットコイン等の仮想通貨取引市場における取引の安全性と健全性を高める

とともに、投資家保護につながる関連法令に準拠した金融システムの構築をＱＵＯＩＮＥ社と協

業しながら強化、推進してまいります。 

 

２．「株式会社Nextop.Asia」の概要 

（1） 商 号 株式会社Nextop.Asia (https://www.nextop.asia/) 

(2) 所 在 地 東京都港区浜松町一丁目10番14号 

(3) 代 表 者 代表取締役 菅原 崇 

(4) 事 業 内 容 ・金融取引システムの開発、販売、運用保守業務 

・システム導入に関するコンサルティング業務 

(5) 設 立 年 月 日 平成25年４月１日 

（6） 資 本 金 3,300万円 

（7） 株 主 当社（100%子会社） 

 
３．「ＱＵＯＩＮＥ株式会社」の概要 

（1） 商 号 ＱＵＯＩＮＥ株式会社 (https://ja.quoinex.com/) 

(2) 所 在 地 東京都千代田区平河町二丁目７番３号 

(3) 代 表 者 代表取締役 栢森 加里矢 

(4) 事 業 内 容 ・仮想通貨取引所の運営等 

・ブロックチェーン金融事業 

(5) 設 立 年 月 平成26年11月 

（6） 株 主 大株主構成及び持株比率については、未公開企業のため公表してお 

りません。 

 
４．「みんなのビットコイン株式会社」の概要 

（1） 商 号 みんなのビットコイン株式会社 (https://min-btc.com/) 

(2) 所 在 地 東京都港区浜松町一丁目10番14号 

(3) 代 表 者 代表取締役 川上 真人 

(4) 事 業 内 容 ・仮想通貨取引所の運営等（資金決済法に規定する仮想通貨交換業等） 

・仮想通貨を利用した金融派生商品の開発・運用 

・仮想通貨の取引所運営に関するシステムの開発・販売及びコンサルティング

(5) 設 立 年 月 日 平成28年12月15日 

（6） 資 本 金 1,500万円 

（7） 株 主 トレイダーズインベストメント株式会社（100％子会社） 

 

５．今後の見通し 

本件による平成 30 年３月期の連結業績に対する影響は軽微でありますが、中長期的に当社グ

ループの成長に資するものと考えております。                  

 以 上 


